
①避難行動要支援者名簿・個別避難計画の作成
個別避難計画に基づく直接避難

②避難誘導ワークショップの開催
「支援体制づくりの手引き」を全防災区民組織に配付

③防災区民組織と福祉関係者の連携強化
検討会や避難誘導訓練の実施を予定

防災に関すること
災 害 ・ 環 境 対 策 特 別 委 員 会 資 料
令 和 ４ 年 ６ 月 ８ 日
防 災 ま ち づ く り 部 防 災 課

避難計画

防災情報 防災訓練
①災害時の情報
被災状況、気象警報、避難所開設、被災後の復旧等の情報、区が対応を
決めるために必要な情報および区民の避難行動に必要な情報
・収集 河川監視カメラ、ドローン、通報 等
・分析・共有 各種情報システム
・発信・伝達 防災行政無線、ホームページ、SNS・メール、

テレビ・ラジオ放送、防災ラジオ、電話 等
②平常時の情報
家庭等における平時からの備え、災害時に取るべき行動など、防災知識
に関する情報および防災訓練に関する情報
・しながわ防災ハンドブック、品川区防災地図、ホームページ、
しながわ防災体験館、しながわ防災学校、防災フェア 等

①年間を通じ様々な訓練を実施
水防訓練・自主避難施設開設訓練（5月）
風水害災害対策本部訓練（6月）
各地区総合防災訓練（9～11月）
区内一斉防災訓練（12月）
災害対策職員待機寮防災訓練（年間）

②令和4年度東京都・品川区合同総合防災訓練の実施
期日：9月2日（金）・3日（土）・4日（日）
場所：区内各所

③その他の訓練への支援・参加
各町会・自治会が行う訓練、マンション防災訓練、
駅周辺帰宅困難者対策協議会訓練 等

要配慮者支援

備蓄

①避難施設の開設
【震 災】 区民避難所（52か所）、福祉避難所（43か所）を開設
【風水害】 自主避難施設：台風接近前に区職員が開設（15か所）

避難場所：避難発令時に区職員が開設
土砂災害（5か所）、目黒川氾濫（5か所）、
高潮による立会川氾濫（2か所）

②風水害時の避難情報

①家庭・事業所における備蓄
自宅が無事な際の在宅避難や、従業員の事業所内待機が可能となるよう、

３日分（家庭は、できれば１週間分）の備蓄を呼び掛け
②行政による備蓄

区では都と連携し、避難所避難者の生活に必要な物資を備蓄（３日分）
４日目以降や在宅避難者向け物資は、政府からの支援で対応
避難生活改善のための資機材の備蓄を強化

区が発令

令和4年度水防訓練


